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1. はじめに 

1.1. 2 種類のデュアルユース概念 

科学技術をめぐる倫理的問題の⼀つに、デュアルユース性の問題がある。「デュアルユース」
（dual-use）という語は現在、⼤きく⾔って 2 種類の異なる意味で⽤いられている（Vogel et al. 
2017; 吉永 2017; 川本 2017）。第 1 の意味での「デュアルユース」とは、ある科学技術が軍事
⽤途にも⺠⽣⽤途にも応⽤されうることを意味する。この意味でのデュアルユース性は「軍⺠両
⽤性」とも呼ばれる。第 2 の意味での「デュアルユース」とは、より広く、ある科学技術が善⽤
も悪⽤もされうることを意味する。この意味でのデュアルユース性は「⽤途両義性」とも呼ばれ
る。 

「軍⺠両⽤性」の意味での「デュアルユース」は、主として国家による軍事技術開発との関連
で⽤いられてきた。国家は、軍事技術開発を容易にするために、デュアルユース性をもつ科学技
術をしばしば推奨してきた。本邦における例としては、2015 年に防衛省が発表した「安全保障
技術研究推進制度」がある。この制度では、防衛省が設定したテーマにかんする研究計画を公募
し、採⽤されたものに対して研究費を助成する。倫理的懸念として、この種の研究は軍事研究に
相当するのではないかという点が指摘されてきた（池内 2017）。 

「⽤途両義性」の意味での「デュアルユース」が問題になる場⾯は、善意で⾏われた科学研究・
技術開発がテロリストなどにより意図せざる仕⽅で悪⽤される、という場⾯である。この意味で
の「デュアルユース」という⾔葉は、2001 年に⽶国で⽣じた炭疽菌によるバイオテロ以降広ま
った。このため、デュアルユース性を懸念すべき研究としてはライフサイエンス分野の研究、と
りわけ病原体にかんする研究がよく挙げられる（Miller and Selgelid 2008）。倫理的懸念として
は、悪⽤される可能性のある科学技術研究の遂⾏や公表をどのように管理すべきかが⼤きな論点
になっている。 

以上のごく簡単な整理からもわかるように、「軍⺠両⽤性」を備えた科学技術と「⽤途両義性」
を備えた科学技術は、重なりつつも異なる倫理的問題を⽣じさせる。このうち本ノートが検討す
る「デュアルユース」は、特に断りがない限り、「⽤途両義性」を意味する。 

「⽤途両義性」の意味での「デュアルユース」をさらに精確にどう定義づけるかはそれ⾃体難
しい問題である。問題となるポイントの⼀つは、「デュアルユース」という⾔葉で形容されるべ
きものは何なのかという点だ（Forge 2010）。デュアルユース性は、知識を⽣み出す活動である
科学研究と、それをもとに具体的な事物を⽣み出す活動である技術開発の両⽅にかんして問題と
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なりうる1。本ノートでは表記の煩雑さを防ぐため、やや不正確な⾔いかたになるが、デュアルユ
ース性のある研究と開発の両活動をまとめて「デュアルユース研究」と呼び、こうした活動に従
事する者を「研究者」と呼ぶ2。 

もう⼀点⼤きな論点となるのが、研究の「悪⽤」（misuse）が何を意味するかという点である
（CoRTTA 2018）。この問題は⼀種のジレンマを構成している（Tucker 2012a）。⼀⽅で、何
が悪⽤に相当するのか、その範囲を広く捉えすぎると、ほとんどあらゆる研究がデュアルユース
研究となってしまい、この概念を⽤いる意義が失われてしまうおそれがある。同様の問題は、研
究が悪⽤される蓋然性の⾼低を考慮せず、悪⽤の可能性がごくわずかでもあるというだけでデュ
アルユース性を認定する場合にも⽣じる。こうした理由から、ある研究をデュアルユース的だと
認定するためには、想定される悪⽤がもたらす危害がある程度⼤きいという条件や、悪⽤される
可能性がある程度⾼いといった条件が必要だとされることが多い（Forge 2010; Douglas 2014）。
しかし他⽅で、こうした条件をあまりに厳しくしすぎると、懸念すべき重要な研究を⾒逃してし
まうおそれがある。 

このように、定義の問題は懸念すべき研究の範囲の問題と密接にかかわっているため、この点
が錯綜した状況は望ましくない（Resnik 2009）。ただし概観的性格の強い本ノートでは、各節
を通じて統⼀的な「悪⽤」の定義を定めなかった。それぞれの節で何が悪⽤だと想定されている
かは、個別具体的な事例を通じて⽰される。 

1.2. デュアルユース研究の管理 

デュアルユース研究の悪⽤を防ぐために、国際法レベルから学会のガイドラインのレベルまで、
さまざまなレベルでの管理（ガバナンス）が⾏われている。国際法のレベルでは、⽣物兵器禁⽌
条約や化学兵器禁⽌条約などがあり、対応する国内法と合わせて、研究の⽣物・化学兵器への応
⽤を防ぐ基本的な体制が構築されている（Knowles 2012）。 

 

1 本ノートが想定する「科学研究」は、原理的には、⾃然科学の研究に限られない。社会科学や⼈⽂学の研究成果のな
かにも、軍事利⽤や悪⽤に繋がる可能性をもつものは様々にあるからだ。ただし「デュアルユース」概念は主に⾃然科
学に関する議論で⽤いられてきたという歴史的経緯があるため、これまでの議論の概観を⽬的とする本ノートでも、具
体的事例としては、⾃然科学研究を中⼼に取り上げている。デュアルユース概念を⽤いた社会科学や⼈⽂学の具体的検
討は重要であるため、今後の探究課題としたい。 
2 Forge (2010) は「デュアルユース」という⾔葉が形容すべき第三のものとして、研究・開発の結果として⽣産される
具体的な物品を挙げている。これは主として軍⺠両⽤性の意味でだが、デュアルユース性のある物品（いわゆるデュア
ルユース品⽬）にもまた、輸出管理などの重要な問題がある。ただし、こうした具体的な物品にかんする問題について
は本ノートでは扱わない。 
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またたとえば⽶国では、2001 年のテロ事件をうけて「バイオセキュリティ国家科学諮問委員
会」（National Science Advisory Board for Biosecurity: NSABB）という助⾔機関が設⽴された。
この機関は⾏動規範の策定や研究のリスクアセスメントを⾏ったり、リスクの⾼い研究成果の公
表を差し⽌める勧告を出すなどの活動を⾏っている。実際 2011 年に、⿃インフルエンザ（H5N1
インフルエンザ）の哺乳類間感染を可能にする研究に対して公表差し⽌め勧告が出され、⼤きな
波紋を呼んだ。 

こうした国レベルのさまざまな管理の下では、学会レベルのガイドラインや、また個⼈レベル
での研究倫理教育など、よりソフトな⼿段も運⽤されている。このような複数レベルにまたがる
重層的な管理体制は、しばしば「予防の網」と呼ばれる（Rappert and McLeish 2007）。 

1.3. 倫理学的分析の重要性 

デュアルユース研究の管理に各レベルでかかわるアクターは、多種多様な難しい倫理的判断を
迫られることになる。たとえば、事態を俯瞰的に⾒た場合、個々の研究の潜在的な利益と危害を
どのように評価するか、どの程度の悪⽤のリスクまでなら許容可能か、潜在的な利益と危害の分
配は公平か、等々の問題が⽣じる。あるいは個々の研究者に注⽬した場合、⾏っても良いデュア
ルユース研究はどのようなものか、第三者による研究の悪⽤についてどの程度責任を負うべきか、
等々の問題がある。 

⼀⾒すると、こうした問題に対しては、倫理学分野における研究の蓄積が役⽴つように思われ
る。しかししばしば指摘されているように、デュアルユース研究をめぐる議論は研究者⾃⾝や安
全保障の専⾨家によって先導されてきており、倫理学的観点からこの問題を検討する仕事はあま
りなされてこなかった。この状況は国内外共に同じであり、デュアルユース研究の問題について
倫理学的観点から分析する必要性が指摘されている（Douglas and Savulescu 2010; Selgelid 
2013; ⽚岡・河村 2021）。 

この状況を踏まえ、本ノートは、デュアルユース研究にかんしてこれまで⾏われてきた倫理学
的な議論の状況を概観する。ただしこの際、いわゆる費⽤便益分析的なアプローチは検討の対象
外とした。これには紙幅の都合もあるが、次のような狙いにも基づくものでもある。デュアルユ
ース研究の問題を、善⽤に伴う潜在的利益と悪⽤に伴う潜在的危害のバランスの問題と捉え、費
⽤便益分析的なアプローチでこれに取り組むのは理解しやすいアイデアであり、実際、この領域
における最も標準的なアプローチのしかたである（Tucker 2012b）。倫理学者からも、帰結主義
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の観点からこうしたアプローチを⽀持する議論が提出されている（Douglas 2013）3。しかし⼀
般に、費⽤便益分析や帰結主義にさまざまな⾓度からの批判があることはよく知られている。そ
こで本ノートでは、費⽤便益分析的アプローチでは扱いが難しいと思われる論点を中⼼に紹介す
ることで、デュアルユース研究の倫理学という分野の広がりを⽰すことを⽬指す。 

1.4. 本ノートの構成と概要 

最後に、本ノートの構成と概要を⽰す。2 節では、研究の悪⽤に対する研究者⾃⾝の「責任」
に注⽬し、そもそも研究者にそうした責任はあるのかという基本的な問題を検討する。この問題
については、「研究の悪⽤はあくまで第三者が⾏うものであるから、研究者はそれに責任を負わ
ない」という主張がしばしばなされており、実際これは根拠なき主張とは⾔えない側⾯がある。
2節では責任概念の様々な側⾯を区別することでこうした免責論の内実を整理し、その上で、研
究者に責任があるとすればその根拠は何なのか、いくつかの可能性を提⽰する。 

続く 3節と 4節では、それぞれ倫理学上重要な原理をとりあげ、デュアルユース研究への適⽤
可能性を検討する。まず 3節は「予防原則」に注⽬する。予防原則は、潜在的危害の評価が不確
実な状況において、費⽤便益分析を補う意思決定原理である。予防原則はこれまで環境や公衆衛
⽣にかんする問題でその⼒を発揮してきたが、悪⽤の可能性が⾮常に不確実なデュアルユース研
究という⽂脈でも、重要な役割を果たしうると指摘されてきた。3節では予防原則の⽤法を 2 種
類に整理し、それぞれの⽤法は異なるレベルでのデュアルユース研究の管理に役⽴つと論じる。 

4節でとりあげる「⼆重結果の原理」は、悪い結果をもたらす活動をあえて⾏ってもよいのは
どのような場⾯かを特定する原理である。この原理は、善い結果と同時に悪い結果をも⽣じさせ
てしまう困難な状況下での意思決定を導く原理、それも帰結主義的でない原理として、⻑い伝統
を持っている。善悪両⽅の結果をもつというのはまさにデュアルユース研究の特徴でもあるため、
この原理がデュアルユース研究を⾏ってよい状況を特定するために役⽴つという指摘がしばしば
なされてきた。しかし 4節では、⼆重結果の原理⾃体の特徴や、デュアルユース研究への適⽤可
能性にかんする先⾏研究を概観し、この原理のデュアルユース研究への適⽤は実際のところそう
単純なことではないと⽰す。 

5節が主題とする「配分的正義」の問題は、これまでの倫理学的な議論では⽐較的⾒逃されて
きた論点である。デュアルユース研究は潜在的利益と危害の両⽅をもつものとして特徴づけられ

 

3 こうした帰結主義的議論については⽚岡・河村 (2021) を参照。 
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るが、それぞれが誰にとっての利益・危害なのかという点はあまり注⽬されてこなかった。しか
し、デュアルユース研究の利益と危害はそれぞれ異なる⼈々に⽣じるかもしれず、したがってこ
こには利益・危害の不公正な分配が⽣じる危険性がある。こうした問題は、費⽤便益分析や帰結
主義では扱いにくいことがよく知られている。5節では、デュアルユース研究が共時的および通
時的な分配の問題を⽣じさせうることを確認したうえで、この問題に取り組むために正義にかん
する議論が更になされるべきであると提案する。 

6節では、デュアルユース研究のガバナンス（管理）に対する「市⺠参加」について検討する。
科学技術ガバナンスに対する市⺠参加の必要性はつとに指摘されており、近年では特にデュアル
ユース研究についても同様の指摘がなされている。市⺠参加は、⼀⽅では費⽤便益分析的観点か
ら、リスクの正確な評定のために重要であるが、他⽅でそれとは独⽴に、⺠主的な⼿続きを担保
するためにも必要だと考えられている。ただし、市⺠参加の限界や、実効的な市⺠参加のために
必要な種々の条件もまた指摘されており、実践的な課題は多い。6節ではこうした議論状況を概
観し、デュアルユース研究のガバナンスに対する適切な市⺠参加を実現するために重要な諸課題
を指摘する。 

なお各節はほぼ独⽴しているため、任意の順番で読むことができる。 
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2. 責任 

2.1. はじめに 

現代的なデュアルユース研究は、⼀⽅で私たちが持っている道徳的原理に明確に違反するよう
な形で̶̶例えば⼤量破壊兵器のように平和に⽣活している⼀般市⺠を⼀⽅的に傷付けるという
形で̶̶しばしば⽤いられる。他⽅でそうした悪い帰結をもたらすような利⽤のされ⽅は（１）
その技術を開発した研究者⾃⾝が意図したことではなく、（２）そうした悪⽤を⾏うのも研究者
⾃⾝ではない、ということがしばしばである。ここでは（１）の特徴を「悪⽤の意図の不在」（２）
の特徴を「悪⽤における第⼆の⼿の関与」とそれぞれ呼んでおこう4。 

本節では、今までデュアルユース研究にかんする倫理学的検討においては（１）の側⾯に⽐べ
てあまり焦点化されてこなかった（２）の特徴もまた研究者の責任を免責する議論に⼀定の根拠
を与えてしまうことを確認した上で、そうした弁明に対してさらにどのような反論を⾏っていく
ことができるかについての展望を与える。 

2.2. 問題の所在：マンハッタン計画の事例から 

まずはこれまでの科学者の社会的責任論において範例的な地位を与えられてきた古典的な事例
として、マンハッタン計画と原爆投下の例について考えてみよう（藤垣 2018, pp. 25‒26）。マ
ンハッタン計画の成功によって製造された⼆つの原⼦爆弾は、太平洋戦争末期において広島と⻑
崎に投下され、放射性物質による後遺症被害を含めるのであればそれぞれ⼗万⼈単位の犠牲者・
被害者を出した。 

こうした事態は理由なき⼈々の死と危害をもたらしたという点において、⾔うまでもなく⾮常
に悪い結果である。しかも広島や⻑崎への原爆投下が悪かったということの意味は、単に⼀般的
な道徳原理に照らし合わせて悪い（すなわち戦争⼀般が⼈々に対する危害をもたらす悪いことで
ある）ということだけでなく、戦争をいかにして遂⾏すべきかという規範に関しても悪いと⾔え
る。すなわち、戦闘員ではない⼀般市⺠を巻き込むような攻撃の仕⽅は、ジュネーブ条約に規定
された交戦規定という観点からしてもなお悪いと⾔えるのである（Walzer 1977=2008）。こう
した帰結の悪さは、このような悪い結果をもたらし、それゆえに責任を問われるべきなのは誰な

 

4 研究者⾃⾝の第⼀の⼿に対する悪⽤者の「第⼆の⼿」（a second arm）という表現は Spier (2010) による。この特徴
は「結果の間接性」とも呼ばれる（⽚岡・河村 2021, p. 50）。 
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のかという責任帰属の実践へと私たちを強く動機づけることになる。 

しかしマンハッタン計画に参加した研究者たちは、こうした悪い帰結に対する⾃らの責任を次
のような形で否定してきた。物理学者の John Finneyが証⾔している通り、彼らは「科学そのも
のは善⽤も悪⽤もされる中⽴的なもの」であるがゆえに、「科学者は科学を遂⾏することに責任
は負うが、科学の結果がどのようにして⽤いられるかということについては責任を負わない」と
したのである（Finney 2007, p. 68）。 

こうした反応は⼈々を唖然とさせるものであって、これまで倫理学者たちもこうした免責論に
対するさまざまな反論を試みてきた。たとえば哲学者の John Forge は、研究者の責任を研究を
遂⾏することの内部だけにとどめようとする「包括的⾔い訳」が「⾏為者は⾃らが意図したこと
のみに対して責任を負う」という⾒解によって⽀えられていることを論じた上で、それとは異な
る責任についての「広い⾒解」に基づく批判的議論を展開している（Forge 2008=2013）。すな
わち Forge はデュアルユース研究の悪⽤について研究者に免責を与えてしまう要因は主として
（１）の意図の不在のほうの側⾯だと捉えているのである。 

しかしながら、ここでの研究者たちの弁明を別の仕⽅で理解することも可能である。すなわち、
Finney が証⾔しているようなタイプの弁明は、研究者⾃⾝に悪⽤の意図がないということを意
味しているだけでなく、「悪⽤を実⾏するのは研究者でなくそれゆえに研究者は悪⽤の責任を負
わない」という弁明としても理解できる。 

こうした第⼆の⼿の存在に訴えた弁明は、⼀定のもっともらしい哲学的根拠を持っている。例
えば⿊⽥亘は分析哲学におけるアコーディオン効果の議論を参照しながらも、ある⼈の⾏為を無
限に幅広いものとして再記述可能であるということは、そのようにして再記述された⾏為すべて
についてその⾏為者が責任を負うわけではないことを論じている。⿊⽥が強調するのは「とくに
もとの⾏為と、この種の結果すなわち波及効果とのあいだに他⼈の意志⾏為が介在する場合は、
責任の問題はもっぱら第⼆の⾏為との関係で問われ、もとの⾏為には及ばない」という点なので
ある（⿊⽥ 1992, p. 72）。 

仮にこうした議論が成り⽴つのだとするならば、マンハッタン計画に参加していた研究者につ
いても「研究者が⾏ったのは科学研究であって、それを実際に使⽤する決断を下したのは軍⼈や
政治家という第⼆の⼿なのだからその結果に対する責任を負うことはない」という弁明も妥当だ
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ということになってしまう5。こうした弁明に対して私たちはどのように応答できるだろうか。 

2.3. 責任の⼆つの側⾯ 

研究者の弁明を批判的に検討していくにあたってまず確認しなくてはならないのは、こうした
「第⼆の⼿」の存在に着⽬した責任を回避するための弁明は̶̶意図の不在に訴えるタイプの弁
明と同じく̶̶デュアルユース研究の悪⽤が引き起こした帰結そのものが道徳的に悪いかどうか
という実質的な問題に⽴ち⼊らない形でなされていることである。 

そもそもある⼈が何かに対して責任を負うとはどういうことなのか。現在の倫理学において標
準的な考えは、責任を⾮難や称賛の可能性と関連づけて考えるというアプローチであろう。⾮難
とは間違っているか悪い何かに対して責任を負う⼈に対して私たちが⽰す反応であり、また称賛
とは正しいか善い何かに対して責任を負う⼈に対して向けられる反応である（Talbert 2019）。
実際のところ、⾮難にも称賛にも値しないような⽇常的振る舞いについて、責任を問うことには
そもそも意味がないと私たちは考えているだろう6。このように責任を問うという実践には、⾏為
者について我々が抱く何らかの期待や基準からの逸脱が先⽴っているという洞察から、例えば
Forge はある⼈ Pに Xについての責任を帰属するに際しては（１）Xが他でもなく Pに帰属す
ることを確定するプロセスと（２）Xを何らかの基準̶̶例えば道徳原理・社会規範・法律̶̶
から評価するというプロセスの⼆つを分析的に区別可能だと論じている（Forge 2008=2013, p. 
78）。この意味において、誰かに責任を帰属するという実践は、何らかの基準に基づいた振る舞
いの規範的評価を基礎として⾏われ、かつそれだけにはとどまらず、その振る舞いがある⾏為者
によるものであることを確定するというまた別のステップを含むのである7。 

 

5 しかも重要なのは、こうした研究者の弁明は、第⼆次世界⼤戦の遂⾏というこの発⾔の源となった特殊な歴史的条件
を越えても利⽤可能なものだということである。実際 Forgeは⾼度に産業化された社会と⼤量破壊兵器の双⽅を可能に
した現代の科学技術全般について「科学者は彼らの⾏う研究に対してのみ責任があり、その使⽤については他の⼈次第
だと主張することはできる」と述べている（Forge 2008=2013, p. 2）。 
6 よいものであれ悪いものであれ私たちが研究者の責任について具体的に照準した議論を始めるのも、そうした研究者
の実践が特に問題とならない範囲で営まれている̶̶例えばまさに研究者にふさわしい仕⽅で実験を⾏い、論⽂を書
き、⼤学院⽣を指導する̶̶ときではなく、その⼈の活動が並はずれた科学的成果につながったり、あるいは研究者に
期待される振る舞いを強く逸脱して周囲の⼈々や、あるいはその成果を利⽤する⼈々を傷つけてしまったりした場合に
おいてだろう。 
7 こうした⼆層に区別される責任帰属の実践は、さらに前向き責任と後ろ向き責任という⼆つの側⾯からも眺められ
る。⽇常⽣活において前向きの責任を課すこと（e.g. 誰かをある研究プロジェクトの責任者として任命すること）と、
後向き責任を問うこと（e.g. 研究プロジェクトの実施中に発⽣した危害を償わせること）の間にある⼀⾒した距離から
すると、この⼆つの責任のありようは独⽴のものに⾒えるかもしれない。しかし、ある振る舞いを誰かに対する危害だ
とみなすことも、そうした振る舞いが「他⼈に危害を加えてはならない」という道徳原理への違背だという理解のもと
で可能となっていることを考えるならば、前向き責任を課すときと後ろ向き責任を問うときに⽤いられている評価基準
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Forge の責任の区別は、帰属可能性としての責任（responsibility-as-attributability）とアカウ
ンタビリティとしての責任（responsibility-as-accountability）という倫理学においてよく知ら
れた責任の区別に対応している。Gary Watsonによれば、特に道徳的責任を問うという実践は、
ある⾏為が他ならぬその⾏為者に帰属されるものであることを⽰すことに尽きるのではない。す
なわち誰かに責任を問うとき私たちは「ある振る舞いをお互いに要求しているのであり、そうし
た要求を満たすことに失敗した場合にはそれに対して敵対的に反応している」のである（Watson 
2004, p. 262）。こうした振る舞いへの要求には道徳的基準があり、これに基づいた責任帰属の
側⾯こそが、アカウンタビリティとしての責任と名付けられることになる。 

帰属可能性としての責任とアカウンタビリティとしての責任という⼆つの側⾯を区別すること
で、古くから知られている責任の存在を否定する⾔語⾏為の⼆類型についての区別について、私
たちはさらに⾒通しのよい把握を⾏うことができるようになるだろう。すでに述べたように、責
任は⾮難や称賛の可能性と関連している。だが、J. L. Austinが指摘したように、道徳責任が存在
するということと⾮難に値するということの結びつきは「誰かに責任があるということが例外な
くその⼈が⾮難に値することを含意する」というほどには強くはない。例えばある⼈Aが別の⼈
Bを射殺してしまったとしよう。これは通常であれば⾮難の対象となる⾏いであるが、もしもそ
れが Aの正当防衛が厳密に成り⽴つような状況にあったのだとすれば、Aは（決して称賛されな
いまでも）⾮難を免れることができる、と私たちは考えるだはずだ。このように、⾏為に対する
責任を認めつつも、それが⾮難に値することを否定することは「正当化」として、責任⾃体を否
定する「弁明」から区別できると Austinは論じていた（Austin 1957）。Austinが論じたような
このような正当化と弁明の区別は、悪い結果の責任を問われた⼈が帰属可能性と基準に基づいた
道徳的評価のどちらを否定しているのかという区別に対応していると整理できるのである。 

2.4. 責任帰属の展望 

ここまで素描を試みてきた、⼈が何かに対して責任を負うとはどういうことなのか、また責任
を問われた⼈がそうした帰責に抵抗するにはどのような⽅略があるのかという議論を踏まえるこ
とで、デュアルユース研究の悪⽤にかんする責任を研究者たち⾃⾝に問うことにはなぜ⼀定の困
難があるのかを特定することができる。すなわち直接悪⽤をなすのが第⼆の⼿であるという結果
の間接性というデュアルユース研究の構造的な特徴は、研究者⾃⾝が⾃らの⾏為について̶̶そ

 

は同じものである。よってフォージによれば、同じ倫理基準が「過去の⾏動に対して責任を帰するための根拠を提供す
る」ことと「未来の⾏動を導く」ことの⼆つの異なる役割を果たすことになるのである（Forge 2008=2013, p. 82f）。 
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の⾏為の道徳的善悪以前の問題として存在する̶̶帰属可能性としての責任を否定する弁明の余
地を残すことになってしまうのである。 

以上の素描は、もしも私たちがマンハッタン計画に参加した研究者たちの弁明に納得できない
のであれば、こうした弁明に対してさらに何と返答したらよいかを考えるための⼿がかりを同時
に与えてくれるように思われる。 

第⼀の道は、私たちが普通⾏為やその帰結の道徳的評価に⽤いている帰結主義的な評価基準を、
帰属可能性としての責任を検討する際にも流⽤的に⽤いることである。こうした議論を⽀える道
徳的直観は、原爆のように明らかに⼤きな被害を出した帰結に対してはたとえ第⼆の⼿が介在す
る場合であっても、その被害の甚⼤さに応じて責任帰属がなされなくてはならないはずだという
ものである（⽚岡・河村 2021）。 

第⼆の道は、⿊⽥が論じたような第⼆の⼿の介在と悪い結果という構造的な特徴を共有してい
る̶̶それゆえに第⼀の⾏為者にとって弁明の余地を⼤きく残すような̶̶さまざまな事例を⽐
較検討することで、そうした免責要因をキャンセルするに⾜るような条件を特定するというアプ
ローチである。たとえば Suzanne Uniacke は、トロッコ事例から出発したさまざまな思考実験
を通して、（１）第⼀の⾏為者がそれなしには悪⽤が不可能であるような⼿段を提供している8、
（２）第⼆の⾏為者による悪⽤が合理的に予⾒できる9、という⼆つの条件が満たされるのであれ
ば、第⼀の⾏為者には̶̶仮に第⼀の⾏為そのものが許容可能な場合であったとしても̶̶⽣じ
た帰結に対して何らかの責任が帰属されるべきだという議論を展開している（Uniacke 2013）。 

いずれの道を取るにしても、こうした議論は帰属可能性としての責任を問うにあたって、いか
なる原理や条件を考慮に⼊れるべきかという観点からなされている10。この意味において、デュ
アルユース研究の悪⽤を研究者に帰属できるかという探究は、悪⽤⾏為そのものの許容可能性に
ついての考慮と重なり合いつつも、その領分を超えた形で⾏われなくてはならないのである。 

 

8 このような原理は Seumas Millerが危害⼿段提供禁⽌原理（no means to harm principle）と呼ぶものと等しい
（Miller 2013, p. 187）。同時にこうした原理を論じてきた倫理学者の⼀⼈として、Millerは T. M. Scanlonの議論を挙
げている（Scanlon 1972）。 
9 ここで Uniackeが単なる予⾒可能性ではなく「合理的な」予⾒可能性を条件としているのは、事実問題として第⼀の
⾏為者が第⼆の⾏為者による悪⽤を予⾒していたかどうかではなく、第⼀の⾏為者が続く悪⽤を予⾒することはどこま
で規範的に期待できることなのかという点を考慮して責任帰属は⾏われなくてはならないと考えているからであろう。
この点において、社会学的な役割期待の議論も参照しながら科学者にとって「予⾒すべき結果」を確定しようとする
Forgeの議論（Forge 2008=2013, p. 152f）と Uniackeの議論は重なり合っていると⾔える。 
10 以上⼆つとは別の道として、予防的観点に基づくものも提案されている。本ノートの 3.4.を参照。 



 

 
13 

3. 予防原則 

3.1. 予防原則とは何か 

⼈が⾏う様々な活動がどのような危害・利益をもたらすかは、しばしば⼤きく不確実である。
この不確実性は、費⽤便益分析に対する⼀つの⼤きな批判につながってきた。すなわち、費⽤便
益分析はしばしば、活動との因果関係が「科学的に確⽴」されている危害・利益しか考慮してこ
なかった。このことが、不確実な危害を過⼩評価していると批判されてきたのである。こうした
不確実性に対処するために提案されたのがいわゆる「予防原則」（Precautionary Principle）で
ある。 

予防原則はその内実が確⽴された原理ではなく、場⾯に応じて極めて多くの定式が与えられて
いる。それらを整理する代表的な区別に、「弱い」予防原則と「強い」予防原則の区別がある（Morris 
2000）。「弱い」予防原則は、ある活動が危害をもたらす可能性が確⽴されていなくても、その
危害を予防する措置は正当でありうるとする。この意味での予防原則は、科学的に確⽴された可
能性のみを考慮するタイプの費⽤便益分析を補う役割を果たす。1992 年の「環境と開発に関す
るリオ宣⾔」はこのような⾒解を表明したものだと理解されている。他⽅で「強い」予防原則に
よれば、ある活動に危害をもたらす可能性がわずかでもある場合には、その活動を⾏ってはなら
ない。この意味での予防原則は、費⽤便益分析に代わって意思決定を導く。1998 年の「ウィン
グスプレッド宣⾔」はこのような⾒解を表明したものだと理解されている。 

強弱それぞれの予防原則の妥当性については様々な議論がある（Sunstein 2005; Steel 2015）。
しかし、ここではそういった⼀般的な議論には踏みこまない。以下ではより具体的に、⽣命科学
分野でのデュアルユース研究にかんするこれまでの倫理学的議論の中で、予防原則がどのような
形で⽤いられてきたかを検討する。 

3.2. 予防原則とデュアルユース研究：2 つの⽤法 

研究のデュアルユース性に対処するために予防原則が有効であるという指摘はしばしばなされ
てきた（Rappert 2008; Miller and Selgelid 2008; 河原 2013; 古川 2013）。実際、個別の研究
とその悪⽤（および善⽤）との因果関係には、いくつかの理由から極めて⼤きな不確実性がある。
第⼀に、研究が悪⽤されるか否かは、研究成果それ⾃体の性格のみによって決まるものではなく、
悪⽤する第三者の⽬的や能⼒にも⼤きく左右される（Tucker 2012）。また第⼆に、基礎的研究
が具体的な技術開発につながるか否かは、様々な技術的、組織的、社会的要因に依存しているた
め、単に研究が進めば悪⽤のリスクも⾼まるというわけではない（吉沢 2013）。 
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こうした不確実性を前にして、予防原則の観点から具体的にどのようなことが⾔えるだろうか。
これまでの議論では、予防原則は⼤きく 2 つの異なる⽤法で⽤いられてきたと⾔える。第⼀の⽤
法はその他の分野でも馴染み深い⽤法である。すなわち予防原則は、デュアルユース研究の管理
にかんする政策・施策を決定するための意思決定原理として⽤いられてきた。ここではこのよう
に⽤いられる予防原則を、「政策決定原理」としての予防原則と呼ぼう。これに対して第⼆の⽤
法は、デュアルユース研究という⽂脈により固有である。すなわち予防原則は、研究者がデュア
ルユース研究の悪⽤に対して負うべき責任の範囲を定める道徳原理としても⽤いられてきた。こ
れを「社会的責任の原理」としての予防原則と呼ぼう。3.5.でも⾒るように、この 2 つの⽤法を
明確に区別することには重要な意味がある。このことを念頭におきつつ、それぞれの⽤法の例に
ついて⾒ていこう。 

3.3. 政策決定原理としての予防原則 

予防原則の観点からデュアルユース研究の問題を分析し、具体的な政策の提案にまで踏み込ん
でいる研究として、David Resnikによるものがある（Resnik 2013; Resnik 2021）。Resnikの
研究は、予防原則が費⽤便益分析的なアプローチをどのように補いうるかをよく⽰している点で
も興味深い。 

Resnikが具体的に分析しているのは、2011 年に⽣じたH5N1⿃インフルエンザ研究論⽂の出
版差し⽌め問題にかんする、⽶国バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）の最終的な
評価である。NSABBは費⽤便益分析的な議論によって、論⽂出版の利益はそのリスクを上回る
と評価し、結果的に論⽂は完全な形で出版されることになった。これに対して Resnikは、出版
のリスクについては専⾨家の中でも意⾒が分かれていたことを指摘し、リスクの不確実性を強調
する。そしてこうした不確実な状況のもとでは、予防原則の観点から、リスクを減らすために何
らかの対策を取るべきであったと主張する。 

では具体的に⾔って、リスク低減のために誰がどのような対策をとるべきだったのだろうか。
取るべき対策は、その対策によって失われる利益とのバランスのもとで決定されなければならな
い。いくつかの対策⽅法の利点と⽋点を検討したのちResnikが最終的に推奨するのは、論⽂の
⼀部を墨塗りして出版し、伏された情報には限定された責任ある研究者のみがアクセスできるよ
うにする、という⽅法であった。ただしこの⽅法は、実際上、また⽶国の法律上実⾏が難しい。
そこで Resnikは、こうした対策を可能とするよう各国政府、ジャーナル、研究者に努⼒を呼び
かけている。 
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3.4. 社会的責任の原理としての予防原則 

予防原則の第⼆の⽤法は、研究者の責任の問題に関わる。本ノートの 1節でも触れたように、
デュアルユース研究の悪⽤を防ぐ努⼒は、国際法から研究者個⼈の倫理意識に⾄るまで様々なレ
ベルで⾏われている。このうち研究者⾃⾝は、何をどの程度おこなう責任があるのだろうか。こ
うした責任の有無および範囲を⽰す原理として、Frida Kuhlau らは次のような定式の予防原則を
提案している。 

⽣命科学において、正統な意図で〔取得・開発等された〕⽣体物質、技術、知識が、⼈類の
健康と安全を害する脅威をもたらす深刻かつ信憑性ある懸念が存在している場合、科学コミ
ュニティはその懸念に対応するための予防的措置を策定、実施、遵守する義務がある（Kuhlau 
et al. 2011, p. 8）。 

本ノートの 2節でも扱われているように、研究の悪⽤にかんする研究者の責任をどう根拠づけ
るかは、デュアルユース研究の倫理学における⼀つの重要な論点になっている。Kuhlau らはこ
の問題に対して、予防的観点からの根拠づけを試みていると理解することができる。 

ただし Kuhlau らの提案には、Steve Clarke による厳しい批判がある（Clarke 2013）。批判の
要点は、Kuhlau らによる予防原則の定式化があまりにも曖昧であり、とくに費⽤便益分析に対
して何を補うことができるのかが不明だということだ。⼀つの解釈として、Kuhlau らの定式は、
費⽤便益分析において悪⽤にまつわる潜在的なコストを⼗分に考慮するように要求しているのか
もしれない。しかしこう解釈した場合でも、そうした要求はそもそも不要ではないかと Clarke は
指摘する。というのもたとえば、環境に対する潜在的リスクの考慮を求めた「リオ宣⾔」が有意
義であったのは、環境リスクが無視されてきたという歴史的経緯があったからだ。これに対して、
「⼈類の健康や安全に対する脅威」が研究者コミュニティから無視されるとは考えがたい。した
がって、わざわざ予防原則という形で潜在的リスクの考慮を新たに求める必要はないのではない
か、と Clarke は批判する。この批判を受け、予防原則は具体的なデュアルユース研究の倫理的
分析において役に⽴たないとされることもある（Selgelid 2016）。 

3.5. 2 つの⽤法のすれ違い：社会的責任の原理の意義 

しかし社会的責任の原理としての予防原則には、やはり⼀定の意義があると考えられる。その
ことを明確化するために、まず、Clarke の批判と Kuhlau らの議論にはすれ違いがあることを指
摘したい。Clarke と Kuhlau らでは、想定している予防原則の⽤法が異なるのだ。⼀⽅で Clarke
は政策決定原理として予防原則を捉えている（Clarke 2013, p. 225）。だからこそ、標準的な政
策決定原理である費⽤便益分析との異同が重要になる。しかし他⽅で Kuhlau らは、政策決定原
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理としての予防原則を問題にしているのではないと明確に述べた上で、あくまで研究者の社会的
責任を規定する道徳原理としての予防原則について論じている（Kuhlau et al. 2011, n. 11）。 

この⽤法の違いは、定式の曖昧さの評価に⼤きく影響する。確かに、政策決定を⽬的とする場
合、意思決定原理の曖昧さは⼤きな問題となるだろう。しかし道徳原理にとって、曖昧さは必ず
しも⽋点ではない。実際 Kuhlau らは、定式が具体的すぎると、「それさえ守っていればいい」
式の硬直化につながると指摘し、予防原則は解釈や経験を通じてより精確で実践的になっていく
べきものだとしている（Kuhlau et al. 2011, p. 7）。つまりここで予防原則は、⾃⾝の研究の社
会的影響について研究者に絶えず反省をうながす、⼀種の道徳的な統制理念として提⽰されてい
る。 

加えて、⼈類の健康や安全に対する脅威が研究者コミュニティから無視されることはないとい
う Clarke の主張の妥当性は、リスクをどのくらいの具体性で捉えるかに依存している。確かに、
「⼈類の健康や安全に対する脅威」という抽象的なレベルでは、その重要性が無視されることは
ないかもしれない。しかし、より具体的なレベルで考える場合、研究者に無視されがちなリスク
は確かに存在している。例えば、遺伝学分野では ELSIが早くから注⽬されていたのにもかかわ
らず、悪⽤というまさにデュアルユース研究で問題となるリスクは、研究者⾃⾝からもまた⽣命
倫理学者からもほとんど無視されてきた経緯がある（Selgelid 2010）。 

同様の傾向は他の分野でも⾒られるだろう。たとえば、先端の⽣命科学研究として近年注⽬さ
れているヒト脳オルガノイド研究はその⼀例かもしれない。「ヒト脳オルガノイド」とは、ヒト
多能性幹細胞から、脳の発⽣過程を模して作製される、3 次元の組織である（Lancaster et al. 
2013）。この研究にかんする倫理的議論では、脳オルガノイドが何らかの意識や知能を持つ可能
性が⼤きな注⽬をあつめている（Sawai et al. 2022）。しかしその陰で、デュアルユース性にか
んする指摘はごくわずかしかない（Rinaldi and Colotti 2019; Mollaki 2021）。 

このように悪⽤のリスクが⾒落とされがちな状況で、予防原則は効⼒を発揮する。すなわち予
防原則へ訴えることにより、該当分野の研究者に対して、悪⽤の可能性への考慮をうながすこと
ができるだろう。 

3.6. まとめ：両⽤法の役割分担 

この節では、デュアルユース研究の問題に対する予防原則の適⽤を、「政策決定原理」と「社
会的責任の原理」という観点で整理し、検討してきた。デュアルユース研究の管理が様々なレベ
ルで⾏われていることを踏まえると、両⽤法は異なるレベルで異なる役割を果たすと⾔える。 

⼀⽅で「政策決定原理」として⽤いられる予防原則は、国家や専⾨機関の意思決定というレベ
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ルにおいて、研究の悪⽤リスクをより重く⾒る提案を正当化することができる。他⽅で「社会的
責任の原理」として⽤いられる予防原則は、研究倫理教育や学会のガイドラインなど、研究者個々
⼈への訴えかけが重要なレベルで役割を持つ。すなわち、⾃⾝の道徳的責任の問題として、研究
の様々な悪⽤可能性を意識するよう研究者に絶えずうながし、状況に応じて適切な対策をとるよ
う求める役割である。 
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4. ⼆重結果の原理 

4.1. デュアルユース・ジレンマと⼆重結果の原理 

新規科学技術の研究および開発においてデュアルユース性が懸念されるとき、そこで何が問題
視されているのか。それは、ある特定の知識や技術の創造による善い結果が期待されるとき、た
とえ悪⽤や誤⽤の可能性があるとしても、研究者はその知識や技術を創造すべきかという問題で
ある。研究者が陥るこのような板挟みの状況は、「デュアルユース・ジレンマ」と呼ばれる11。 

Seumas Millerによれば、デュアルユース・ジレンマは、研究者が採りうる⾏為や振る舞いに
関して、複数の両⽴不可能な選択肢があり、そのいずれもが道徳的に重要な意味をもつ場合に、
いずれの選択を採るべきかという板挟みであるという点で、倫理的なジレンマである（Miller 2013, 
p. 185）。また、この倫理的ジレンマは、研究開発の当事者だけでなく、その研究開発を下⽀え
する科学技術政策の主体にとっても同様の問題として⽣じる（Miller and Selgelid 2007, p. 524）。 

昨今、このようなデュアルユース・ジレンマの解消を検討するにあたり、倫理学の分野におけ
る「⼆重結果の原理（The Principle of Double Effect）」への着⽬およびその意義にかんする議
論がなされている。⼆重結果の原理は、⼤ざっぱに⾔えば、善い結果と悪い結果の両⽅をもたら
しうる⾏為の道徳的許容可能性を判定する基準である。 

Adam Briggle によれば、デュアルユース研究にかんする議論において、⼆重結果の原理が関
連づけて論じられることは少ないものの、この原理が提起する諸条件が「〔デュアルユース研究
にかんする〕道徳的許容性に関して概念的な明確さを与えることに寄与しうる12」。また、Suzanne 
Uniacke によれば、デュアルユース・ジレンマと⼆重結果の原理とが想定する適⽤事例の差異は
⼤⼩あるが、両者のあいだに⾒出される共通する特徴は否定されえない。「デュアルユース・ジ
レンマは⼆重結果の典型事例と重要な特徴を共有しており、⼆重結果の原理およびその実践上の
適⽤との関連で⽣じるいくつかの重要な考察は、デュアルユースの倫理について満⾜いく説明を
⾏う上で重要である」。 

以上のような先⾏研究を受けて、本節では、デュアルユース・ジレンマの検討において、⼆重

 

11 「デュアルユース」の定義およびその問題については、本ノート 1.1.を参照。 
12 Briggleはこの直後に、⼆重結果の原理およびそれにもとづく推論の有効性が限定的であることを明⽰的に述べてい
る。「しかしながら、実際上の政治的意志決定のレベルにおいては、デュアルユースの状況がもたらす倫理的問題に対
処するためのより優れた指針となるのは、⼆重結果にもとづく推論ではなく、リスクアセスメントやテクノロジーアセ
スメント、シナリオ作成などの実践活動である」（Briggle 2005, p. 543）。 
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結果の原理を援⽤する意義について探る。そこで、まずは⼆重結果の原理の特徴やその典型的な
適⽤を概観する。そして、この原理をデュアルユース研究にかんする議論に関連づけ、その適⽤
と有効性について⼀定の議論を展開したBriggleおよび Uniacke の議論を⼿がかりに、デュアル
ユース・ジレンマと⼆重結果の原理との関係をいかに捉えるべきかを検討する13。 

4.2. ⼆重結果の原理とその特徴 

⼆重結果の原理とは、ある⾏為が善い結果と悪い結果の両⽅をもたらしうる場合に、ある⼀定
の条件を満たす限りにおいて、その⾏為を正当なもの、ないし道徳的に許容可能なものとみなす
考え⽅である。当然、その「⼀定の条件」がどのようなものかが倫理学において問題となる。こ
こで⼆重結果の原理にかんする歴史的な議論を繰り返すことはしないが、この原理についての伝
統的かつ⼀般的な理解を確認することは有益である。 

Joseph Manganによれば、⼆重結果の原理は次のように定式化できる14。 

次の四つの条件が同時に確証される場合、⼈は善い結果と悪い結果の⽣起が予⾒される⾏為
を正当になすことができる。すなわち（1）⾏為それ⾃体がまさにその⽬的からして善であ
るか、少なくとも善悪無記 (indifferent) であること、(2) 悪い結果ではなく善い結果が意図
されていること、(3) 善い結果が悪い結果から⽣じるわけではないこと、(4) 悪い結果を許
容するのに相応な重⼤な理由が存在すること、という条件である（Mangan 1949, p. 43）15。 

この定式化にしたがえば、善と悪の⼆重の結果をもたらす⾏為が道徳的に許容可能であるため

 

13 他にも、デュアルユース研究の⽂脈における⼆重結果の原理の検討の有効性に⾔及する論者はいるが、まとまった議
論を展開している論者は少ない（Selgelid 2010; Bezuidenhout 2013）。 
14 ⼆重結果の原理の伝統的な定式化として、他に『新カトリック百科事典』によるものもある。「(1) ⾏為それ⾃体は
道徳的に善であるか、あるいは少なくとも善悪無記でなければならない。(2) ⾏為者は悪い結果を積極的に意志しては
ならないが、ただそれを許容するだけであればよい。もし、悪い結果なしに善い結果を得られるならば、そうすべきで
ある。悪い結果はときに間接的に意志的（voluntary）であるとも⾔われる。(3)  少なくとも善い結果は、悪い結果と
同じ程度に即座に（必ずしも時間的順序においてではなく、因果の順序において）⾏為から⽣じるのでなければならな
い。⾔い換えれば、善い結果は悪い結果によってではなく、⾏為によって直接もたらされるのでなければならない。そ
うでなければ、⾏為者は善い⽬的のために悪い⼿段を⽤いることになるのだが、これは決して許されるものではない。
(4) 善い結果は、悪い結果を許容してそれを補うのに⼗分に望ましいものでなければならない。この決定を下す際に
は、事案の重要性に⾒合った配慮と慎重さとをもち、多くの要因が⽐較考量されなければならない」（Connell 2003, p. 
880）。 
15 なお、Joseph M. Boyleは同様の定式化を、幾分異なる仕⽅で解釈している。「⼆重結果の原理には以下の四つの条
件が含まれており、当該のタイプの⾏為が正当であるためにはそれらすべての条件が⼀挙に満たされなければならな
い。(1) ⾏為者の⽬的は道徳的に許容可能なものでなければならない。(2) 原因は、善であるか、もしくは、善悪無記 
(indifferent) でなければならない。(3) 善い結果は直接的なものでなければならない。(4) その原因を措定するための
重⼤な理由が存在しなければならない」（Boyle 2001, p. 8）。いずれも Compendium Theologiae Moralisの解釈にもと
づく定式化の要約である。これら解釈の詳細については、次を参照（安彦 2006, pp. 25‒26）。 
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に、(1) ⾏為それじたいが悪い⾏為でないこと、(2) ⾏為の⽬的が善い結果であること、(3) 善
い結果が⾏為から直接的に帰結すること、(4) 悪い結果を許容するのに相応しい理由があること、
が⼀挙に満たされていることが要求される。 

これらの条件に照らして、いかなる⾏為の許容可能性が判定されるのか。⼆重結果の原理が適
⽤される典型例として、⾃⼰防衛 (self-defense) の結果として相⼿を死に⾄らしめるという事
態が挙げられる。すなわち、(1′) ⾃⼰防衛という⾏為それじたいは善い⾏為であるか善悪無記
の⾏為であり（少なくとも悪い⾏為ではなく）、(2′) ⾃⼰防衛の⽬的は⾃らの命が守られると
いう善い結果であり、(3′) ⾃⼰防衛から⾃らの命が守られるという結果が直接的に帰結し、(4′) 
⾃⼰防衛の結果相⼿が死に⾄るという悪い結果を許容するために、⾃らの命が守られるという結
果は⼗分である、という条件を⼀挙に満たす場合に限り、⾃⼰防衛の結果として相⼿を死に⾄ら
しめることは許容されうるというわけである。 

4.2.1. ⼆重結果の原理の倫理学上の位置づけ 

ある⾏為の道徳的な善し悪しの判定に際して、どのような要因に着⽬するかは倫理学上の位置
づけとして⼤きく三つの⾒⽅に区分されうる。すなわち、⾏為によってもたらされる結果に着⽬
する⾒⽅（帰結主義）、⾏為そのものに着⽬する⾒⽅（義務論）、⾏為者の性格に着⽬する⾒⽅
（徳倫理学）である16。 

これら倫理学上の⾒⽅に照らして⼆重結果の原理を眺めてみると、⾏為そのものや⾏為の⽬的
との照合にもとづく善悪への⾔及（条件 (1)）や、⾏為の結果ではなく、⾏為と意図との関わり
の重視（条件 (2)）といった要件は、⼆重結果の原理がもっぱら⾏為の結果によらずに⾏為その
ものを問う義務論的な⾒⽅と密接に関わるものであることを⽰唆するように⾒える17。また、義
務論的な⾒⽅のもとでは、たとえある⾏為の結果として、多くの命を救われるとしても、そのた
めに無辜の⼈の命を奪うことは許容されないが、このことは⼆重結果の原理のもとでも同じよう
に許容されることがない。この点でも義務論と⼆重結果の原理との親和性の⾼さが⾒て取られる。 

ただし、⼆重結果の原理が⾏為の結果を配慮しないものではないという解釈が常に妥当するわ

 

16 倫理学上の区分やそれぞれの⾒⽅の説明については他所に譲る。このような区分について、たとえば伊勢⽥哲治が平
明かつ充実した説明を与えている（伊勢⽥ 2008）。 
17 たとえば、Uniackeは、功利主義のような帰結主義的⾒解においては、⼆重結果の原理における仮定的条件が共有さ
れておらず、⼆重結果の原理が「道徳的評価とは無関係のもの」とみなされると指摘する（Uniacke 2013, p. 154）。 
また、⼭本芳久は、⼆重結果の原理における第⼀の条件を義務論的な考え⽅の表出として捉え、「帰結主義との明確な
対照」であると指摘する（⼭本 2003, p. 299(94)）。 
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けではないという点は注意されなければならない。たとえば、善い結果と悪い結果との相応性に
かんする⽐較考量が⾏為の許容可能性を左右するという要件（条件 (4)）は、むしろ帰結主義的
な⾒⽅と相性がよいようにも⾒える。 

4.2.2. 許容可能性を左右する⼆つの観点 

悪い結果についての意図 （intention）と予⾒（foresight）の区別 

⼆重結果の原理の特徴のひとつとして、善い結果と悪い結果の両⽅をもたらす⾏為の意図のう
ちに、悪い結果が善い結果をもたらすための直接的な⼿段として含まれている場合と、善い結果
をもたらすための偶然的な副次効果として含まれている場合とのあいだで、⾏為の許容可能性に
かんする差異が⽣じるという点が挙げられる。 

端的に⾔えば、悪い結果についての意図（intention）と予⾒（foresight）とが明確に区別され
る。そして、引き起こされる悪い結果が意図されたものか、あるいは、ただ予⾒されたものか、
という差異が⼆重結果をもたらしうる⾏為の許容可能性を明確に分けるのである。 

先の例に則して⾔えば、相⼿の死を伴う⾃⼰防衛（という善い結果と悪い結果をもたらす⾏為）
について、相⼿の死を⾃⼰防衛の⼿段とする（その意味で、相⼿の死を意図する）場合と、相⼿
の死が⾃⼰防衛の単なる副次効果して⽣じる（その意味で、相⼿の死は予⾒されるだけである）
場合とが⽐較されるとき、⼆重結果の原理のもとでは、相⼿の死が意図されているか、それとも、
予⾒されただけかが明確に区別される。そして、相⼿の死が⾃⼰防衛という⽬的のための⼿段で
ある（つまり、意図される）限りにおいて、そのような⾃⼰防衛は許容されえない⾏為とみなさ
れ、他⽅、相⼿の死が⾃⼰防衛という⽬的に付随する出来事（つまり、ただ予⾒される）である
限りにおいて、そのような⾃⼰防衛は許容されうる⾏為とみなされるのである。 

⼆重結果の相応性（proportionality） 

⼆重結果の原理のもとで許容されるのは、悪い結果を意図する⾏為ではありえず、悪い結果が
たかだか予⾒される⾏為に限られる（条件 (3)）。しかし、たとえその⾏為によってもたらされ
る悪い結果がただ予⾒された副次効果にすぎないとしても、このことだけではその⾏為が許容可
能であるためには⼗分ではない。⼆重結果の原理のもとである⾏為が許容可能であるためには、
さらに、当該の悪い結果が同じ⾏為のもとでもたらされる善い結果によって⼗分に正当化できる
場合に限られることまでが要請されるのである（条件 (4)）。これが、⼆重結果の原理のもとで
要請される、相応性の条件である。 
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4.2.3. ⼆重結果の原理の適⽤ 

⼆重結果の原理は、結果だけを⾒れば同程度に悪いものの、⾏為の意図ないし⽬的が異なって
いるために、その⾏為の許容可能性について区別することが妥当であるような事例の説明におい
て⽤いられる。たとえば、a1）妊婦の⼦宮摘出に伴う胎児の死と a2）⼈⼯妊娠中絶による胎児の
死、b1）苦痛を和らげるために末期患者になされる薬物投与と b2）死期を早めるための末期患者
になされる薬物投与、c1）⺠間⼈の被害が予⾒される軍事⽬標への戦術爆撃と c2）⺠間⼈の被害
を⽬的とした無差別爆撃などが挙げられる（McIntyre 2019）。これら a, b, cにおける 2 例のい
ずれの事例においても、それぞれの⾏為がもたらす結果は互いに同じ程度に悪いと評価されうる。
しかし、多くの場合、前者（1 の事例）に対してのみ情状酌量の余地があるという道徳的直観が
働く。⼆重結果の原理はこのような道徳的直観をうまく説明するように⾒えるのである。そのた
め、この原理はしばしば、意図せず悪い結果をもたらしたやむをえない⾏為に弁解の余地を与え
る倫理的指標として⽤いられてきた18。ただし、⼆重結果の原理が何であれ適⽤可能なあらゆる
⾏為についての許容可能性を判定する指標として⽤いられうるかどうかという点については議論
の余地がある19。 

4.3. ⼆重結果の原理とデュアルユース・ジレンマの関係 

⼆重結果の原理は、道徳的に重要な複数の結果をもたらしうる新たな知識や技術の創造がもた
らすデュアルユース・ジレンマにどのような説明を与えうるのか。以下では、⼆重結果の原理が
デュアルユース・ジレンマの検討にいかなる意義をもつかを、両者を関連づけて論じる Briggle
と Uniacke の議論をもとに確認する。 

すでに確認したように、⼆重結果の原理は、善い結果を意図してなされた⾏為に悪い結果が伴
うことが予⾒可能である場合に、その⾏為の許容可能性を図る道徳的指針である。⼀⽅の、デュ
アルユース・ジレンマは、新たな科学的知識や技術の創出によって⽣じうる、⼈間社会に善い結
果をもたらすことを意図した使⽤と、悪意や過失のもとで悪い結果をもたらすことが予⾒される

 

18 安彦⼀恵の⾒⽴てでは、カトリックの道徳神学を端緒とする⼆重結果の原理は、「カトリックの道徳的教説を世俗道
徳としても可能なものとすべくやむをえない場合に⼀定の悪をもたらすことを許容するために、その条件を提⽰するも
のであった」（安彦 2006, p. 27）。 
19 「DDE〔⼆重結果の原理〕は、⾃然法の⽂脈において、ある⾏為が善い結果と悪い結果の両⽅をもたらすような道
徳的に困難な事案における意志決定の指標として展開されたものであり、そのように特徴づけられていることを指摘す
る価値はある。だが、昨今の多くの哲学的議論においては、DDE の妥当性が依拠するのは、その原理が適⽤可能なす
べての想定可能な問題において、道徳的に許容可能な⾏為にかんする決定的な答えを与えうるかという点であると想定
しているようである」（Uniacke 2013, p. 155）。 
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使⽤との間での板挟み状況である。このように、両者は意図された善い結果と予⾒された悪い結
果という「⼆重の結果」を構成要素としてもっている。そのため、⼆重結果の原理をデュアルユ
ース・ジレンマに適⽤できる、あるいは、その適⽤例としてみなすことは⾃然であるように⾒え
る（Uniacke 2013, p. 158）。 

4.3.1. 楽観的な⾒⽅ 

Briggle は科学技術の⽤途両義性（デュアルユース）を⼆重結果として捉え、⼈類による科学
技術の発展という営為そのものを⼆重結果の原理によって説明しようとしている（Briggle 2005, 
p. 544）。その概要は次の通りである。 

仮にデュアルユースという概念が、予⾒可能な悪い結果を伴う、善い結果をもたらすことが意
図された活動や製造物、知識⽣産として捉えられる限り、⼈類による科学技術の発展という営み
はこのデュアルユースという概念のもとに包摂される。このとき、もしも安全性の観点から、予
⾒可能な悪⽤や誤⽤によるリスクを重く受け⽌めるとすれば、⼈類は科学の廃⽌はおろか、その
⼦孫さえ途絶えさせるべきであるという不条理が帰結する20。しかし、実際の所、私たちはこの
ような不条理に陥っておらず、むしろ、⼈類は「（意図された善き結果としての）科学技術によ
る恩恵のために、いくつかの予⾒されうる悪い結果のリスクを負いながら」科学技術を維持発展
させてきた（⼆重結果の原理における条件 (1)〜(3)）。その際、⼈類は、科学技術の維持発展と
いうデュアルユース・ジレンマについて、費⽤便益（コスト・ベネフィット）やリスクアセスメ
ントなどの観点から、ときに、市⺠参加を伴う種々の活動を通して、相応性の条件（⼆重結果の
原理における条件 (4)）に対応する倫理的問いに対峙し、科学技術を発展させ続けてきた21。 

このように、科学技術の維持発展という⼈類の営みにおけるデュアルユース・ジレンマを⼆重
結果の原理にもとづいて分析することで、その描像に「⼀定の洞察と概念的明晰性」を与えるこ
とができるように⾒える（Briggle 2005, p. 545）。Briggle はさらに、具体的な事例として、原
⼦⼒やバイオテクノロジーの技術発展における「国家安全保障と科学的探究の⾃由とのトレード
オフ」のうちに⼆重結果の原理の適⽤可能性を⾒て取っている（ibid.）22。 

 

20 こうした予防的観点については、本ノート 3 節を参照。 
21 Briggleは市⺠参加のもとで問われるべき具体的な問いとして以下を列挙している。「予⾒されうる悪い結果は、意図
されたポジティブな結果よりも重要か。ポジティブな結果を損なうことなしに、ネガティブな結果を最⼩限に抑える⽅
法はあるか。ある分野での知識⽣産や知識伝播を全⾯的に禁⽌しなければならないほど恐ろしい結果が予⾒されること
はありうるか」（Briggle 2005, p. 544）。なお、科学技術政策における意思決定への市⺠参加については本ノート 6 節を
参照。 
22 Briggleはデュアルユースにおいて予⾒不可能な悪い結果の可能性があることを⾒て取り、この領域が⼆重結果の原
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4.3.2. 悲観的な⾒⽅ 

Uniacke もまたデュアルユース・ジレンマと⼆重結果の原理が適⽤される事例との構造的な類
似性を認める。しかし、彼⼥はデュアルユース・ジレンマに⼆重結果の原理が適⽤されることに
慎重な態度をとる。その論拠として、(i) ⾏為選択のための時間的猶予や選択肢の不在、(ii) 予⾒
された悪い結果の確実性、(iii) 悪い結果の責任の所在、を両者の重要な相違であると指摘してい
る（Uniacke 2013, pp. 158‒159）。⼆重結果の原理が適⽤される典型事例において、(i′)当該
の⾏為をなすか否かを選択する時間的猶予や他の⾏為の選択肢が存在しないことが多く、(ii′) 
予⾒された悪い結果は確実に、もしくは、⾼確率で発⽣し、(iii′) 悪い結果の責任を負うべきは
⾏為者であることが明確である。他⽅、デュアルユース・ジレンマにおいては、(I″) やむをえ
ず当該の⾏為を⾏ったとは限らず、⾏為の選択に強制⼒が発⽣する傾向はほとんどない。また、
(ii″) 予⾒されうる悪い結果がどの程度確実に発⽣するかも定かではない。さらに、(iii″) 複数
の他者が悪い結果に関与する可能性が⾼く、その悪い結果に⾏為者⾃⾝がどの程度責任を負うべ
きかさえ必ずしも明らかではない23。 

4.4. 今後の課題 

デュアルユース・ジレンマに⼆重結果の原理が適⽤可能か。この問いは、デュアルユース研究
において予⾒された悪い結果がもたらされる場合に、その結果をもたらした当該の⾏為者による
当該の⾏為は許容可能かという問いに等しい24。しかし、⾏為者による⾏為の責任に関していか
なる重み付けがなされるかが明らかにされない限り、当該の⾏為者の⾏為を許容可能であるかど
うかを判定することは極めて困難であるように⾒える25。最後に、このようなデュアルユース・
ジレンマへの⼆重結果の原理の適⽤可能性を問うために、いくつかの検討材料を残しておきたい。 

A) 強盗から⾃らの命を守るために、万年筆で⾝を守った結果、強盗を死に⾄らしめた場合、そ

 

理が適⽤可能な事例を超え出ている点に触れている（Briggle 2005, p. 544）。Thomas Douglasは、デュアルユース研
究を⾏う研究者が、悪い結果を意図しておらず、かつ、その結果を予⾒できていない場合における研究者の責任につい
て⾔及している（Douglas 2013, p. 122）。 
23 他者が介在することで⾃らの⾏為が悪い結果をもたらす場合に、⾏為者⾃⾝に責任が帰属される条件として、
Uniackeは次のような提案をしている。⾏為者が責任を負うのは、「(1) 他者が当該の結果をもたらすことを⾏為者⾃
⾝が合理的に予⾒可能であり、(2) ⾏為者⾃⾝が⾏為することで、他者に当該の結果をもたらす⼿段や機会を提供する
場合である」（Uniacke 2013, p. 161)。 
24 Michael Selgelidはこの問いが、⼆重結果の原理の妥当性にかんする倫理学上の議論（意図された結果と予⾒された
結果との区別の困難など）に依拠していると指摘する（Selgelid 2016, p. 950）。 
25 責任の概念については、本ノート 2 節を参照。 
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の強盗から⾝を守る⼀⽅で強盗を死に⾄らしめるという⾏為は許容可能か。 

B) 書き味のよい万年筆を凶器とする殺⼈事件が起こった場合、この万年筆の製造販売者が万年
筆を製造販売するという⾏為は許容可能か。 

C) 核兵器開発によって原⼦⼒爆弾が⽣み出され、それにより多⼤な被害が⽣じた場合、科学者
が核兵器開発に関与するという⾏為は許容可能か。 

D) 核融合エネルギーの成果が⽤いられることで原⼦⼒爆弾が⽣み出され、それにより多⼤な被
害が⽣じた場合、科学者が核融合エネルギーにかんする領域で成果を残すという⾏為は許容
可能か。 

このうち、⼀つ⽬のケースは⼆重結果の原理が適⽤される典型的な事例であり、⼆つ⽬以降の
ケースではデュアルユース研究に特有の、悪い結果の不確実性や特有の他者の関与といった要素
が含まれている。これらの事例をもとに、各々の⾏為が(i) どれほどやむを得ないか、(ii) 予⾒さ
れる悪い結果はどの程度確実か、(iii) 他者の関与・介在をどのように評価すべきか、という観点
（4.3.2 参照）から検討することで、デュアルユース・ジレンマに⼆重結果の原理の適⽤にかん
する⼆⾯的な⾒⽅が理解されうる。 

楽観的な⾒⽅のもとでは、悪い結果がただ予⾒されるのみであってそれが善い結果に付随する
やむをえないものである限り、⼆つ⽬以降の B, C, Dのいずれのケースもまた許容されてしかる
べきである。しかし、核融合エネルギーにかんする領域で成果を残すことと、核兵器開発に関わ
ることとでは⼀⾒して位相が異なっている。これらがいずれも⼆重結果の原理に照らして許容可
能であるとしても、なお両者を同じ仕⽅で評価することには説明の必要があるのではないだろう
か。 

悲観的な⾒⽅のもとでは、⼆つ⽬以降の B, C, Dのいずれのケースについても、⼆重結果の原
理が適⽤される可能性は⾒込めず、それぞれ個別に許容可能性を判定する必要に迫られる。その
際、製造物の悪⽤や誤⽤にかんする「合理的な予⾒可能性」の解明（Uniacke 2013. p. 161）、
ならびに、予⾒される悪い結果に関与および介在する他者と、⾏為の主体（⾏為者）との責任配
分にかんする実践上の課題が残されることになる。 
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5. 配分的正義 

5.1. 配分的正義の問題 

費⽤便益分析に対する古典的な批判の⼀つに、それがコストと利益の分配（distribution）の問
題を無視している、というものがある。すなわち標準的な費⽤便益分析は、ある活動が⽣じるコ
ストと利益の総量に注⽬するものの、⼀体「誰に」コストがあり「誰に」利益があるのかを考慮
しない傾向がある。その結果、ある活動によって⼀部の⼈が⼤きな利益を得るが、しかしそれと
は別の⼈に⼤きなコストが課せられるという、不公正な事態が正当化されかねない（Shrader-
Flechette 1991）。 

本項ではこの批判の有効性それ⾃体については扱わない。むしろここでは注⽬したいのは、こ
の批判が問題としているコストと利益の不公正な分配が、デュアルユース研究にかんしても⽣じ
うるということだ。この可能性は、デュアルユース研究をめぐるこれまでの倫理学的議論ではほ
とんど取りあげられてこなかった。そこで本項では、まずデュアルユース研究がどのような分配
の問題を⽣じさせうるかを具体的に確認した上で、先⾏研究の⽋如を指摘し、今後この問題に取
り組む必要性を⽰す。 

5.2. デュアルユース研究の場合（１）：共時的問題 

デュアルユース研究は、善⽤に伴う潜在的利益と悪⽤に伴う潜在的危害の両⽅があることによ
って特徴づけられる。しかし、この両者が同⼀の⼈⼝に対して分配されるとは限らない。 

具体例として、研究のデュアルユース性が特に問題となってきた事例である、テロリストによ
る病原体研究の悪⽤について考えよう。⼀般的に⾔って、テロの標的となるリスクはすべての⼈
に等しく分配されているわけではない。⼀例として、テロの標的となる地域には著しい偏りがあ
る（Python 2020）。2002 年から 2017 年までの統計によると、六⼤州の中で最もテロリズムの
標的となりやすいのはアジアで、全発⽣件数のうち 75%をカバーする。次点のアフリカが 15%
で、両州のみで全件数の 90%に達する。死者数もこれに準じており、全体の 74%がアジア、22%
がアフリカで、両州のみで全死者数の 96%をカバーする。もちろん、すべてのテロリストがバイ
オテロを実⾏する能⼒をもつわけではないため、以上のような統計からバイオテロにかんする単
純な断定はできない。しかしこうした統計は、⼀⼝に「バイオテロのリスク」と⾔っても、その
リスクが特定地域の⼈⼝に偏っているという可能性に⽬を向けさせるには⼗分だろう。 

⼀⽅で、研究の善⽤に伴う利益についてはどうか。病原体研究は、しばしば「⼈類の健康」の
ために重要だと⾔われる。実際、病原体研究はワクチン作製などの医療応⽤につながるかもしれ
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ない。しかし、そうした医療がすべての⼈に平等にアクセスできるものであるとは限らない。研
究の具体的な詳細によるために単純な断定はできないが、医療応⽤に由来する潜在的利益が、⾼
度な医療にアクセスできる⼀部の先進国の⼈⼝にとって相対的に⼤きい可能性がある。 

このように、病原菌研究の潜在的利益と危害は、グローバルな分配の不公正を⽣じさせる可能
性がある。研究の成果は原則公開されており、原理的には世界中のどこからでもアクセス可能で
あるという点も、この問題を顕著なものとする。もちろん、こうしたグローバルな偏りは⼀例に
すぎない。問題となる研究の特徴に応じて、よりさまざまな点で同様の分配の問題が⽣じうるだ
ろう。 

5.3. デュアルユース研究の場合（２）：通時的問題 

分配の問題はより通時的なかたちでも⽣じうる。⼀般的に⾔って、善⽤のための技術の実⽤化
が悪⽤のための技術の実⽤化より早ければ、⽐較的遠い未来の⼈⼝が相対的に多くのリスクを負
うことになる。逆に、悪⽤のための技術の実⽤化のほうが早ければ、⽐較的近い未来の⼈⼝が相
対的に多くのリスクを負うことになる。これらの場合には、潜在的利益および危害の世代間分配
の公正性という問題が⽣じる。通常、研究成果としての知識が技術開発に繋がり、さらにそれが
実際に使⽤されるまでには相応の時間がかかることから、こうした通時的問題は無視できない重
要性を持っていると⾔える。 

なおこの点は、研究のデュアルユース性とは何かという基本的な問題ともかかわりうる。本ノ
ートの 1.1.でも触れたように、⼀部の「デュアルユース」定義によれば、ある研究に悪⽤の可能
性があるとしても、⽬下差し迫った脅威がなく悪⽤の蓋然性が低ければ、その研究はデュアルユ
ース的ではない（Forge 2010）。しかしこうした理解は、研究の悪⽤リスクを将来世代へ先送り
することにつながるかもしれない。 

5.4. 先⾏研究の全体的状況 

このように、デュアルユース研究は配分的正義の問題を⽣じさせうる。そうするとこの問題に
対して、正義にかんする豊富な倫理学的議論が⽰唆を与えることが期待されるかもしれない。し
かしながら、デュアルユース研究を主題とするこれまでの倫理学的議論の中で、配分的正義の問
題が理論的な形でとりあげられることはほぼなかったと⾔える。 

例えば Seumas MillerとMichael Selgelid は、デュアルユース研究の許容可能性を判断する
際、必ずしも利益の最⼤化のみを基準にするべきではないとして、正義を考慮する必要性を指摘
してはいる（Miller and Selgelid 2008）。しかし、これは単なる指摘にとどまり、実質的な検討



 

 
28 

はなされていない。他⽅で、デュアルユース研究の是⾮を判断するための帰結主義的な枠組みを
提⽰している Thomas Douglas は、こうした枠組みが今後応えるべき課題として⾮帰結主義的
な論点をいくつか挙げているが、そのなかに正義の問題は含まれていない（Douglas 2013）。 

5.5. 議論の枠組みを拡張する必要性 

こうした状況の中で注⽬すべきなのが、Jonathan Heringtonと Scott Tanona の近年の指摘で
ある（Herington and Tanona 2020）。Heringtonと Tanona は、研究活動が研究者および参加
者以外の第三者に課す「社会的リスク」に注⽬し、これを正義の問題として捉える必要性を指摘
した。ここで⾔う「社会的リスク」には、デュアルユース研究で問題となる悪⽤のリスクも含ま
れる。 

Heringtonと Tanona によれば、従来の研究倫理の枠組みは専⾨家による費⽤便益分析と関係
者の同意を中⼼とするものであり、これでは研究の社会的リスクに⼗分に対処することができな
い。⼀⽅で、専⾨家による費⽤便益分析には 2 つの⽋点がある。第⼀に、専⾨家による費⽤便益
分析は、リスクを課せられる第三者⾃⾝が当該の研究をどのように価値づけているかを考慮する
ことが難しく、そのためにリスクを正確に評価できない可能性が⾼い。仮にこの点をクリアして
も、このアプローチはリスクを課せられる第三者側に意思決定能⼒を認めていないため、この点
で関係者の同意を重視するという⼿続き的な原則に背く。他⽅で同意という点では、社会的リス
クをこうむりうる⼈々は広範なため、その全体から同意を得ることは事実上不可能である。こう
した状況では、誰のどのようなリスクを低減すべきなのか、また同意にかかわる代表をどう選出
するべきなのか、といった問題に対する応答が求められる。 

研究の社会的リスクは研究のデュアルユース性に由来するものばかりではなく、分配の問題に
ついて議論の蓄積がある分野もある。たとえば合成⽣物学研究および応⽤の安全性や、環境リス
クについての議論はそうした分野の好例だろう。しかしデュアルユース研究に関しては、配分的
正義にかんする倫理学的議論はこれまでほとんどなされていない。したがって、社会的リスクの
問題に対処するために既存の議論の枠組みを⼤きく広げる必要があるというHeringtonとTanona
の指摘は、とりわけデュアルユース研究の倫理学についてあてはまるものだと⾔える。 

ただし、配分的正義は単に理論的な問題にとどまるべきものではない。デュアルユース研究を
適切なかたちで管理していくためには、リスクを課せられる⼈々の⾒解が実際の研究のありかた
に反映されるような、より具体的な市⺠参加の仕組みを確⽴することも必要になる（Resnik 2020）。
この点については、本ノートの 6節を⾒よ。 
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6. 市⺠参加 

6.1. リスク評価・管理の主体をめぐる問題 

標準的な費⽤便益分析は、ある活動がもたらしうる利益と費⽤の⽐較にのみ注⽬し、誰が評価
主体となるのかは考慮に含まれない。このようなアプローチが⽀持される背景には、利益と費⽤
は客観的に特定・算定可能であるという仮定と、特別な知識を有する専⾨家こそが費⽤としての
リスクを適切に評価・管理できるという仮定がある。しかし、評価主体にかんする考察は、次の
三つの理由からデュアルユース研究の倫理と無関係ではないように思われる。第⼀にデュアルユ
ース研究の⽂脈では、リスクの評価に不確実性が伴う事例が多々あり、専⾨家の⼿に委ねれば客
観的にリスクを特定・算定可能だとする仮定は疑わしい。第⼆に、実際にリスクを被る⼈々（⾮
専⾨家）の⽅が専⾨家よりもリスクの実像を適切に把捉可能だとする指摘がある（Herington and 
Tanona 2020）。これら⼆つの理由がリスク評価の正確さに関わるのに対して、第三の理由は⼿
続きに関わる。すなわち、リスク評価やそれに付随する決定がある種の価値や利害の配分決定で
あると考えるならば、デュアルユース研究のリスクをめぐる評価や意思決定は本質的に政治的な
テーマであり、⼿続きにおける公正さを担保するような別のアプローチの検討が求められるだろ
う。 

6.2. 近年の科学技術ガバナンスの動向：市⺠参加への注⽬ 

科学技術ガバナンスにおける各種の問題への意思決定は、⻑らく⾏政と専⾨家のコミュニティ
に閉じられてきた。ところが、現代の科学技術と社会との接点においては、科学的妥当性に基づ
く「科学的合理性」（scientific-rationality）だけでは判断がつけられないケースが多く存在する
ため、科学的合理性を補完する公共の合意としての「社会的合理性」（social-rationality）が要
請される（Beck 1986）。また、遺伝⼦組換え農作物をめぐる論争やイギリスでの BSEや放射性
廃棄物処理場のリスク評価をめぐる対⽴を通じて、専⾨家と市⺠の対⽴を市⺠側の科学の無知や
理解不⾜に帰す「⽋如モデル」が⾒直されると共に、市⺠が現場での経験を通じて培う状況依存
的な知（ローカルナレッジ）の重要性が唱えられるようになった（Wynne 1996）。こうした背
景から、科学コミュニケーションの主軸が「公衆の科学理解」から「市⺠参加」へと移⾏し、欧
州を中⼼にコンセンサス会議、参加型テクノロジーアセスメント、討論型世論調査といったリス
ク評価・管理への市⺠参加の試みが展開されてきた。 

このような潮流の変化はデュアルユース研究のガバナンスの⽂脈でも⽣じている。⽶国「⽣命
倫理のための⼤統領委員会」が公開した「合成⽣物学とエマージング・テクノロジーの倫理：新
しい⽅向性」では、⺠主的な討議（democratic deliberation）が技術評価の五原則の⼀⾓を占め、
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市⺠参加（civic engagement）が勧告に盛り込まれている（Presidential Commission for the 
Study of Bioethical Issues 2010）。また、デュアルユース研究を含む先端科学技術を対象とし
たRRI（責任ある研究・イノベーション）の研究や政策においても、その⽬的や評価指標として
「包摂（inclusion）」、すなわち市⺠を含む多様なアクターが研究開発の過程に参加することが
求められている（Stilgoe et al. 2013; Europe Commission 2015）26。 

6.3. 市⺠参加はなぜ必要か：⼿続きの重要性 

デュアルユース研究のガバナンスにおける市⺠参加を正当化するアプローチには多様なものが
ある。前述の Herington and Tanona (2020)やローカルナレッジを⽀持する論者たちがリスク評
価の質という観点から市⺠参加を正当化するのに対して、市⺠参加という⼿続き⾃体の意義を強
調するアプローチもある。L. J. Getzと G. Dellaire はデュアルユース研究の多くが公的資⾦を財
源とし、地域社会に⼤きなリスクをもたらすことを根拠に市⺠参加を⽀持している（Getz and 
Dellaire 2018, p. 1204）。また、A. Dubovによれば、市⺠参加は科学的活動への市⺠の信頼や
その受容を醸成する効果的な⼿段である（Dubov 2014, pp. 454‒455）。 

David Resnik は、市⺠参加が科学技術や政府に対する市⺠の信頼・受容をもたらすだけでな
く、公平で公正かつ⺠主的な（just and fair and democratic）意思決定の基盤となることを指摘
している（Resnik 2021, p. 123）。デング熱等の感染症をコントロールする⽬的で、遺伝⼦組み
替え蚊（GM蚊）を作製し試験的に放野する研究を考えてみよう。この研究は感染症リスクの低
減という潜在的な利益を有する⼀⽅で、研究者が意図しない⽣態系の撹乱や健康被害をもたらす
可能性もある。また、研究関連情報や GM蚊が悪意のあるアクターの⼿に渡った場合、感染⼒や
毒性を強化する研究開発に転⽤されるかもしれない。このようなデュアルユース性を伴う研究を
めぐる意思決定に地域コミュニティが有意味な仕⽅で参加することは、地域住⺠が⾃⾝に影響を
与えうる決定に⾃らの意⾒を反映できる点で、⼿続き上の公正さを促進する。そして、公正で⺠
主的な⼿続きの結果である限り、たとえ科学者や規制当局の⾒解に反しようとも、地域住⺠の決
定はリスク管理の合理的な⽅法であり、尊重されるべきである（Resnik 2019; Resnik 2021, sec. 
7.11）27。 

 

26 RRI の観点からデュアルユース研究をめぐる本邦の議論や対応を検討した川本 (2017) は、包摂の次元について、議
論の範囲が不適切な仕⽅で限定されており、ステークホルダー間のコミュニケーションが実践されていないと評価して
いる。 
27 主題や⽂脈に応じて適切に参加者の範囲を設定することも必要だろう。Resnikは社会の全成員による市⺠参加
（public engagement）・利害関係者によるステークホルダー参加（stakeholder engagement）・地域住⺠によるコミュ
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6.4. 適切な市⺠参加の条件 

とはいえ、Resnikのような市⺠の意⾒を重んじる⽴場に対する反論がないわけではない。例え
ば「科学論の第三の波」と呼ばれる潮流は、先⾏する第⼆の波による専⾨的権威の相対化や市⺠
参加論を⾏き過ぎたものと批判し、専⾨知と公衆の知識の関係性の適正化に取り組んでいる。そ
の代表的論者である Harry Collins らによれば、科学技術の意思決定に参加する資格として、「専
⾨家としての資格」と「利害関係者としての資格」を区別すべきであり、利害関係者としての市
⺠の特権は制限される（Collins and Evans 2007）。 

仮に市⺠の優先性が認められるとしても、Resnik が要請するような市⺠参加が実現できない
ケースは容易に想像できよう。例えば、⽣物兵器がもたらすパンデミックや危険な病原体の流出
による影響は、流出源に近い地域だけでなく全世界に及ぶ可能性があるが、このような潜在的な
リスクを伴うデュアルユース研究をめぐる決定に、全世界の⼈々を参加させることは不可能であ
る（Resnik 2021, pp. 262‒263）。実⾏可能な代案として、参加者の⼈数を限定するような⼿法
ーー専⾨家と市⺠の代表から構成される委員会（Dubov 2014; Miller and Selgelid 2007）、コン
センサス会議等ーーを採⽤することで、参加者ひとりひとりが議論の場で意味のある役割を担う
ことが期待できよう。ところが、参加者の選出⽅法をめぐっては、⼈種・階級・ジェンダーなど
の属性代表の必要性や、決定から被る影響に応じたオーバーサンプリングの是⾮といった代表制
にかんする諸問題がある。これらは熟議⺠主主義研究の⽂脈で繰り返し問われてきた論点であり、
実効性のある市⺠参加のあり⽅を考えていく上で不可避の課題である。 

さらに、市⺠がデュアルユース研究のガバナンスに実質的に参加するためには、適正な⾔論空
間の構築が必要不可⽋であるだろう。James Fishkinは討論型世論調査を念頭に置いた熟議の質
評価の指標として、発⾔者の社会的⽴場やジェンダーなどの属性ではなく意⾒⾃体の是⾮が検討
されるという意味での「考慮の平等」を挙げている（Fishkin 2009）。先述の Resnikが「有意
味な仕⽅での参加」を公正な意思決定の条件としたように、単に市⺠を議論の場に招き⼊れて意
⾒を表明する機会を与えるだけでなく、（発⾔の内容⾃体が吟味された上で）彼らの意⾒が決定
を⽅向付ける上で影響⼒を持ちえなければならない。 

 

ニティ参加（community engagement）を区別し、それぞれの形態の理解に根ざした運⽤の必要性を主張している。そ
のためには政治学、社会学、コミュニケーション科学、社会⼼理学、政治哲学、道徳哲学など多分野でさらなる「参
加」研究の進展が待たれる（Resnik 2021, p. 315）。 
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6.5. 結語 

このように、デュアルユース研究のガバナンスと市⺠参加の間には強固な結びつきがあるもの
の、実践⼿法の構築という⾯では多くの課題が残されている。また、市⺠参加が現実的な選択肢
として検討されるためには、本ノートの他の項⽬にかんする研究動向やアクターの対応を注視し
ていくことも必要だろう。例えば、市⺠参加は時間的資源を要するため、モラトリアムをもたら
すような予防原則に沿うアプローチと相性がよい（Resnik 2021, sec. 7.21）。また、市⺠を意思
決定に参加させることは責任の共有を含意するため（Dubov 2014, p. 455）、責任や⼆重結果原
則をめぐる倫理学研究の動向から、市⺠参加のあり⽅を改良する道筋が⽰されるかもしれない。 
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7. おわりに 
本ノートでは、費⽤便益分析や帰結主義的なアプローチでは⾒逃されがちな論点を中⼼に、デ

ュアルユース研究にまつわる倫理的問題を概観してきた。本ノートで⽰してきたように、極めて
多数の関係者とそれに由来する極度の不確実性を持つデュアルユース研究に対しては、様々な観
点からの倫理的検討が重要だと考えられる。 

ただし本ノートで検討できた論点はかなり限られており、網羅的な論点の抽出・分析作業には
⾄らなかった。そこで最後に、簡単にではあるが、本ノートの限界と今後検討すべき点をいくつ
か指摘したい。 

まず、これは軍⺠両⽤性の意味でのデュアルユース研究で特に問題になってきたことだが、研
究者とその援助者、とくに資⾦提供者の関係について本ノートではまったく扱えなかった。この
点については、たとえば「道徳的共犯性」（moral complicity）概念からの分析が有⽤かもしれ
ない。道徳的共犯とは、⼤雑把に⾔うと、道徳的に不正な活動から恩恵を受けて⾏われる活動の
ことで、この概念にかんする議論は⽣命倫理の⽂脈ではすでに蓄積がある（澤井 2017）。デュ
アルユース研究を⾏う研究者とその援助者が、道徳的共犯関係にあるということはないだろうか。 

また本ノートはデュアルユース研究を⾏う「個々の研究者」や「研究者個⼈」という⾔いかた
をしてきたが、実際には多くの研究は集団単位で⾏われる。したがって、研究集団単位での責任
や、研究集団内での責任分配について、さらにきめ細かな分析が⾏われることが望ましい。その
ためには、集団的責任にかんする議論の蓄積が役⽴つだろう（Miller 2018）。 

加えて本ノートには、主に英語圏の議論動向しかフォローしていないという限界もある。ひる
がえって本邦では、デュアルユース研究にかんする議論はこうした英語圏の動向とは⽐較的独⽴
に、「科学者の社会的責任論」の⼀部として独⾃に深められている。そこから⽣まれた論点を、
国際的な⽂脈に置き直しつつさらに検討する仕事が今後必要だろう。⼀例として、本邦には、研
究者を知識の⽣産者と⾒て、研究成果の悪⽤に対する研究者の責任を、（法的な意味での）「製
造物責任」になぞらえるという発想がある（野家 2013; 佐野 2017; 藤垣 2018）。こうした類
⽐は、少なくともデュアルユース研究をめぐる近年の英語圏での議論にはあまり⾒られない28。
こうした発想はどの程度妥当、また有⽤だろうか。 

最後に当然ではあるが、本ノートでとりあげたような諸論点は、個別具体的なデュアルユース

 

28 Douglas (2014) に類似の議論がある。 
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研究の分析に役⽴てられなければならない。そのためにも、今後倫理学的視点からの議論の成果
をまとめあげ、個別の研究を検討するための準拠枠を作っていくことが望まれる。 
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